
行政機関が意見、要望又は問合せメールの受付時に求めている 
個人情報の取扱いの見直し（あっせん） 

～行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん～ 

中国四国管区行政評価局は、下記の行政相談を受けて、中国地方の国の行政機関のうちホー

ムページ上で意見、要望又は問合せに関するメールの受付に対応している 15 機関を対象とし

て、メール受付時における個人情報の取扱状況等を調査の上、行政苦情救済推進会議（座長：

川内
かわうち

劦
つとむ

広島修道大学法学部教授）への意見聴取結果を踏まえ、平成 25年 11月６日、14機関

に見直しを検討するようあっせんしました。  ※あっせん等を行った機関は、別記１(P.５)参照 

◆行政苦情救済推進会議 
行政相談事案のうち、様々な視点から検討することが必要と考えられる事案の処理について、民間有識者 

の意見を聴取することにより、より公平・中立かつ的確な処理を推進するために設置

【本件のきっかけとなった行政相談】 

［事案１］行政機関が意見、要望又は問合せメールの受付時に求めている個人情報について 

ある国の出先機関にメールで意見を申し述べようと思い、その機関のホームページを確認

したところ、メール送信フォームにメールアドレスのほか、氏名、住所、所属、電話番号と

いった個人情報を入力しなければならないことに抵抗があり、結局メールを送らなかった。

こういった点についてはもう少し配慮したほうがよいと思う。また、最近では公的機関でも

ハッキングや職員の不注意による情報漏えいが発生しているので、自分の個人情報の提供は

最小限にとどめたいという気持ちもある。

国の行政機関は、メールで意見・要望・問合せを受け付ける場合には、国民がメールを送

信しやすいように必要以上の個人情報の提供を求めるのはやめてほしい。

［事案２］行政機関が取得した個人情報の利用目的、取扱方針等の明示について 

国の行政機関に対し意見、問合せ等のメールを送信しようとする場合には、送信者の個人情

報（氏名、住所、メールアドレス等）の入力を求められることが多いが、個人情報の利用目的、

取得した個人情報の取扱い等について、ホームページ上で明示していない行政機関もある。

自分の個人情報がどのように取り扱われるのか不安であるので、国の行政機関は、ホームペ

ージ上で取得する個人情報の利用目的、取扱方針等を分かりやすい形で明示してほしい。

【当局調査結果等】 

当局では、中国地方の国の行政機関（ブロック機関）のうちホームページ上で意見、要望又

は問合せメールの受付に対応している 15機関（以下「15機関」という。）を対象として、メー

ル発信者に入力を求めている個人情報の範囲、ホームページにおけるプライバシーポリシーや

個人情報取扱方針（以下「プライバシーポリシー等」という。）の掲載状況等について調査（平

成 25年７月 12日現在）を行った。その結果は、下記１及び２のとおりである。 

１ 行政機関が意見、要望又は問合せメールの受付時に求めている個人情報について 

⑴ 意見、要望又は問合せメールの受付時に求めている個人情報

15機関のうち何らかの個人情報を必須の入力事項（以下「必須事項」という。）としている

ものが 12機関（発信者が回答を必要とする場合に何らかの個人情報の入力を求めているもの

を含む。以下同じ。）みられ、その具体的な状況は以下のとおり（表１参照）。 
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① 「氏名」を必須事項としているもの：９機関（うち発信者が回

答を必要とする場合に必須事項としているもの：３機関） 

② 「年齢」を必須事項としているもの：１機関（同：１機関）

③ 「住所」を必須事項としているもの：３機関（同：２機関）

④ 「所属」を必須事項としているもの：１機関（同：０機関）

⑤ 「電話番号」を必須事項としているもの：６機関（同：３機関）

⑥ 「メールアドレス｣を必須事項としているもの：11機関（同：１

機関） 

また、「メールアドレス｣について、必須事項としているのか、発信者の意思に任せている

事項（以下「任意事項」という。）としているのか明記していないため、発信者にとって分か

りづらいものが１機関（表１の注４参照）みられた。 

表１ 15機関が意見・要望等メールの受付時に求めている個人情報 

【凡例】●＝必須事項、○＝回答が必要な場合に必須事項、△＝任意事項、  ＝入力事項としていないもの 

№ 
行政機関名 

メール受付時に入力を求めている個人情報 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

氏  名 性  別 年 齢 住 所 所  属 
電 話 
番 号 

ＦＡＸ 
番 号 

メ ー ル 

アドレス 

１ 中国管区警察局 ○(注４) ○(注４) ○(注４) ○(注４) △ 

２ 中国四国管区行政評価局 ● △ △ ● 

３ 中国総合通信局 ○ ○ ○ 

４ 広島法務局 ● △ △年代 ● ● 

５ 広島高等検察庁 △ △ △ △ 

６ 中国財務局 △ △ △ △ 

７ 広島国税局 △ △ △ △（注５） 

８ 
中国四国 
厚生局 

問 合 せ ● △ △ △ ● 

意見・要望 △ △ △ △ △ 

９ 中国四国農政局 ● △ △年代 ● ● ● ● 

10 中国経済産業局 △ △ △ △ ● 

11 中国地方整備局 ● △ △ △ ● △ ● 

12 中国運輸局 ○ ○ ○ ● 

13 第六管区海上保安本部 ● 

14 中国地方測量部 △ △ △年代 △県別 △職業 △ ● 

15 中国四国地方環境事務所 ● ● 

（注）１ 当局調査結果による（平成25年７月12日現在）。 
   ２ 今回15機関において調査対象としたメールの受付内容は、所管行政分野の全般に関する意見、要望

又は問合せに関するものとし、特定分野に対象を限定しているもの、技術的な事項を対象としている
もの、公益通報や告発を目的としているもの等を除いた。 

３ 15機関の意見・要望等メールの入力フォームは、別添資料１－①～資料１－⑮参照 
４ 中国管区警察局は、「メールアドレス（任意事項）」のほか、「氏名」、「年齢」、「住所」及び「電話番
号」の４事項（以下「４事項」という。）について、入力しなくてもメールの送信が可能であり、内容
によっては回答する場合もあることから任意事項であるとしているが、同局の意見・要望等メールの
入力フォーマットには「回答を希望される方は、コメント欄に住所、氏名、年齢、電話番号の記載を
お願いします。」と記載されており、４事項を入力しないと回答がもらえないととれる内容となってい
ることから、４事項については「回答が必要な場合に必須事項」（○）に区分した。 

５ 広島国税局は、意見・要望等メールの入力フォームの「メールアドレス」への入力を必須事項とし
ているのか、任意事項としているのか明記していないため、発信者にとって分かりづらいものとなっ
ている。なお、実際には「メールアドレス」を入力しなくてもメールの送信は可能であることから、
任意事項（△）に区分した。 

何らかの必須事項を設け
ているもの：12機関 

※別記２(P.６)参照 

どちらか一方で可 
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⑵ 意見・要望等メールの受付時に必須事項を設けている理由等

何らかの個人情報を必須事項としている 12機関から、その理由及び必須事項を除外した場

合の支障について照会した結果は、おおむね以下のとおり。 

① 「氏名」、「メールアドレス」、「住所」又は「電話番号」 → 送信内容の確認や回答を行

うために必要で、これがないと連絡手段の確保や本人特定に支障をきたすとしているも

の：９機関 

② 「氏名」、「住所」又は「所属」 → これを匿名とした場合、中傷、誹謗、虚偽の情報提

供、迷惑メール等が増加するおそれがあるとしているもの：３機関 

③ 「メールアドレス」 → システム上必須事項となっているもの：３機関

④ 「年齢｣ →事実関係を把握し相談者の背景を知ることによって的確な回答を行うために

求めているものであるが、入力事項から除外しても大きな支障はないとしているもの：１

機関 

 ※別記３(P.７)参照 

⑶ 意見・要望等メールの受付時に特定の個人情報を必須事項としていない例

一方、15機関の中には、以下のとおり、取得する個人情報を限定する措置を講じている例

もみられる。 

① メール発信者に対し回答を行うことを想定しているが、メールの内容が分かれば回答に

特段の支障もないとして「氏名」を必須事項としていないもの：４機関 

② 「メールアドレス｣を入力しなくても意見・要望等の提出ができる取扱いとしているも

の：１機関 

③ 「意見・要望」メールと「問合せ」メールの入力フォームを分けており、必須事項の取

扱いを変えているもの：１機関 

④ メール発信者が回答等を受ける連絡手段に応じて必須事項を選択できるようにしている

もの：１機関 

※別記４(P.８)参照 

２ 行政機関が取得した個人情報の利用目的、取扱方針等の明示について 

15機関におけるホームページへのプライバシーポリシー等の掲載状況（掲載例：別添資料２

参照）は、以下のとおりであり、自機関のホームページ（調査対象機関とその本省庁等のホー

ムページが一体の構造である場合には、調査対象機関に関する情報を紹介するページ部分をい

う。以下同じ。）にプライバシーポリシー等を掲載していないものや、ホームページ上の掲載場

所が限定的であるものもみられた。 

① プライバシーポリシー等をホームページの全てのページに掲載しているもの：８機関

② プライバシーポリシー等をトップページ及び意見・要望等メールの受付ページに掲載し

ているもの：１機関 

③ プライバシーポリシー等をトップページ又は意見・要望等メールの受付ページにのみ掲

載しているもの：４機関 

④ 自機関のホームページにプライバシーポリシー等を掲載していないもの：２機関

※別記５(P.９)参照 
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【あっせん内容】 

  当局では、行政苦情救済推進会議において、「国民から幅広く意見・要望等を求めるために

は、メールの送信に当たっての制約はできるだけ少ないほうがよい。」、「プライバシーポリシ

ー等については、ホームページの利用者の立場により配慮して掲載することが望まれる。」等

の意見が示されたことを踏まえ、平成 25年７月 12日現在の状況に基づき、次のとおり関係行

政機関に対しあっせんを行った。 

各行政機関は、国民が行政機関に対する意見・要望等メールを送信しやすい環境の整備を推

進する観点から、次の措置を講ずることについて検討する必要がある。 

① 意見・要望等メールの送信に当たり、メール発信者の個人情報の入力を必須事項としてい

る行政機関（12 機関［※１］：発信者が回答を必要とする場合に必須事項としているものを

含む。）は、その必要性について検討を行い、必須事項とする個人情報の範囲等の見直しを行

うこと。また、入力事項が必須事項であるのか否か明記していない箇所がみられる行政機関

（１機関［※２］）は、その見直しを行うこと。 

［※１］中国管区警察局、中国四国管区行政評価局、中国総合通信局、広島法務局、中国四国厚生局、中

国四国農政局、中国経済産業局、中国地方整備局、中国運輸局、第六管区海上保安本部、中国地

方測量部及び中国四国地方環境事務所 

［※２］広島国税局 

② 自機関のホームページにプライバシーポリシー等を掲載していない行政機関（２機関［※

３］）は、できるだけ利用者の目に触れやすく、分かりやすいように掲載を行うこと。また、

掲載済みであっても掲載場所が限定的である行政機関（５機関［※４］）は、同様の観点から

掲載方法の見直しを行うこと。 

［※３］中国管区警察局及び広島高等検察庁 

［※４］広島法務局、中国地方整備局、中国運輸局、第六管区海上保安本部及び中国地方測量部 

③ 上記①又は②の対応に当たって、本省庁等が意見・要望等メールの入力フォーマットやホ

ームページへの掲載方法について統一的な運用を行っているような場合には、本件について

本省庁等に連絡の上、検討を要請すること。 

総務省中国四国管区行政評価局 
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（別記１） 

15機関に対するあっせんと参考連絡の内訳 

【凡例】○＝あっせん対象となる事項のあるもの  （単位：機関） 

  機関別等 

事項別 

措置区分 機関別内訳 

あ 

っ 

せ 

ん 

参 

考 

連 

絡 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

中
国
管
区
警
察
局 

中
国
四
国
管
区
行
政
評
価
局 

中
国
総
合
通
信
局 

広
島
法
務
局 

広
島
高
等
検
察
庁 

中
国
財
務
局 

広
島
国
税
局 

中
国
四
国
厚
生
局 

中
国
四
国
農
政
局 

中
国
経
済
産
業
局 

中
国
地
方
整
備
局 

中
国
運
輸
局 

第
六
管
区
海
上
保
安
本
部 

中
国
地
方
測
量
部 

中
国
四
国
地
方
環
境
事
務
所 

１ 行政機関が意見、要

望又は問合せメールの

受付時に求めている個

人情報 

(13) (２) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 行政機関が取得した

個人情報の利用目的、

取扱方針等の明示 
(７) (８) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

該当機関数 

（１・２とも該当するも

の、１又は２のどちら

かが該当するもの） 

14 １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（注）１ 15機関の調査結果（平成25年７月12日現在）に基づき当局が作成 

  ２ 表中「措置区分」欄の「あっせん」欄及び「参考連絡」欄の（ ）は、１・２の「事項別」ごとにみ

た該当機関数を参考までに記載したものである。 
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（別記２） 

意見・要望等メールの受付時に何らかの必須事項を設けている機関 

【凡例】 
●＝必須事項を設けているもの
○＝メール発信者が回答を必要とする場合に必須事項を設けているもの
◎＝●と○の両方、●又は○のどちらか一方に該当するものを「必須事項があるもの」欄に◎として記載 

（単位：機関） 

 機関別等 

事項別 

該当機関数 機関別内訳 

必
須
事
項
を
設
け
て
い
る
も
の
（●
）

回
答
を
必
要
と
す
る
場
合
に
必
須
事
項

を
設
け
て
い
る
も
の
（○
）

合 

計 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

中
国
管
区
警
察
局 

中
国
四
国
管
区
行
政
評
価
局 

中
国
総
合
通
信
局 

広
島
法
務
局 

広
島
高
等
検
察
庁 

中
国
財
務
局 

広
島
国
税
局 

中
国
四
国
厚
生
局 

中
国
四
国
農
政
局 

中
国
経
済
産
業
局 

中
国
地
方
整
備
局 

中
国
運
輸
局 

第
六
管
区
海
上
保
安
本
部 

中
国
地
方
測
量
部 

中
国
四
国
地
方
環
境
事
務
所 

① 氏名 ６ ３ ９ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● 

② 年齢 ０ １ １ ○ 

③ 住所 １ ２ ３ ○ ● ○ 

④ 所属 １ ０ １ ● 

⑤ 電話番号 ３ ３ ６ ○ ○ ● ● ● ○ 

⑥ メールアドレス 10 １ 11 ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

必須事項があるもの 12 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

（注）１ 当局調査結果による（平成25年７月12日現在）。 

  ２  広島法務局の「電話番号」欄及び「メールアドレス｣欄はそれぞれ「●」としているが、同局では意見・

要望等メールの受付時にはどちらか一方を入力フォームに記載するよう求めている。 

  ３ 中国四国厚生局は、「意見・要望」と「問合せ」とで必須事項の取扱いを分けており、本表に記載して

いるのは「問合せ」における取扱いである。 
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（別記３） 

意見･要望等メールの受付時に必須事項を設けている理由等 

【凡例】○＝該当するもの    （単位：機関） 

 機関別等 

区分 

該
当
機
関
数 

機関別内訳 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

中
国
管
区
警
察
局 

中
国
四
国
管
区
行
政
評
価
局 

中
国
総
合
通
信
局 

広
島
法
務
局 

広
島
高
等
検
察
庁 

中
国
財
務
局 

広
島
国
税
局 

中
国
四
国
厚
生
局 

中
国
四
国
農
政
局 

中
国
経
済
産
業
局 

中
国
地
方
整
備
局 

中
国
運
輸
局 

第
六
管
区
海
上
保
安
本
部 

中
国
地
方
測
量
部 

中
国
四
国
地
方
環
境
事
務
所 

① 「年齢｣について、相談者の背景

を知るためとしているが、必須事

項から除外しても大きな支障はな

いとしているもの 

１ ○ 

② 「氏名」、「メールアドレス」、「住

所」又は「電話番号」について、 送

信内容の確認や回答を行うために

必要で、入力がないと連絡手段の

確保や本人特定に支障をきたすと

しているもの 

９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

③ 「氏名」、「住所」又は「所属」

について、これを匿名とした場合、

中傷、誹謗、虚偽の情報提供、迷

惑メール等が増加するおそれがあ

るとしているもの 

３ ○ ○ ○ 

④ 「メールアドレス」について、

システム上必須事項となっている

もの（注２） 

３ ○ ○ ○ 

（注）１ 当局調査結果による（平成25年７月12日現在）。 
  ２ 宛先名又は宛先となるアドレスをクリックするとメールソフトが立ち上がり、発信者のアドレスがメ

ール送信画面の差出人欄に自動的に表示され、メールを送信すると行政機関が発信者のアドレスを取得
することとなる。 
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（別記４） 

意見・要望等メールの受付時に特定の個人情報を必須事項としていない例 

【凡例】○＝該当するもの    （単位：機関） 

 機関別等 

区分 

該
当
機
関
数 

機関別内訳 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

中
国
管
区
警
察
局 

中
国
四
国
管
区
行
政
評
価
局 

中
国
総
合
通
信
局 

広
島
法
務
局 

広
島
高
等
検
察
庁 

中
国
財
務
局 

広
島
国
税
局 

中
国
四
国
厚
生
局 

中
国
四
国
農
政
局 

中
国
経
済
産
業
局 

中
国
地
方
整
備
局 

中
国
運
輸
局 

第
六
管
区
海
上
保
安
本
部 

中
国
地
方
測
量
部 

中
国
四
国
地
方
環
境
事
務
所 

① メール発信者に対し回答を行う

ことを想定しているが、「氏名」を

必須事項としていないもの 

４ ○ ○ ○ ○ 

② 「メールアドレス｣を入力しなく

ても意見・要望等の提出ができる

取扱いとしているもの 

１ ○ 

③ 「意見・要望」メールと「問い

合せ」メールの入力フォームを分

けており、必須事項の取扱いを変

えているもの（注２） 

１ ○ 

④ メール発信者が回答等を受ける

連絡手段に応じて必須事項を選択

できるようにしているもの（注３） 

１ ○ 

（注）１ 当局調査結果による（平成 25年７月 12日現在）。 
  ２ 原則として回答を行わない「意見・要望」は全ての入力事項を任意としている。 
  ３ メール発信者の意向に応じて「電話番号」か「メールアドレス｣のいずれか一方を選択することがで

きる取扱いとしている。 
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（別記５） 

15機関におけるホームページへのプライバシーポリシー等の掲載状況 

【凡例】○＝該当するもの    （単位：機関） 

 機関別等 

区分 

該
当
機
関
数 

機関別内訳 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

中
国
管
区
警
察
局 

中
国
四
国
管
区
行
政
評
価
局 

中
国
総
合
通
信
局 

広
島
法
務
局 

広
島
高
等
検
察
庁 

中
国
財
務
局 

広
島
国
税
局 

中
国
四
国
厚
生
局 

中
国
四
国
農
政
局 

中
国
経
済
産
業
局 

中
国
地
方
整
備
局 

中
国
運
輸
局 

第
六
管
区
海
上
保
安
本
部 

中
国
地
方
測
量
部 

中
国
四
国
地
方
環
境
事
務
所 

① プライバシーポリシー等をホー

ムページの全てのページに掲載し

ているもの 

８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

② プライバシーポリシー等をトッ

プページ及び意見・要望等メール

の受付ページに掲載しているもの 

１ ○ 

③ プライバシーポリシー等をトッ

プページ又は意見・要望等メール

の受付ページにのみ掲載している

もの 

４ ○ ○ ○ ○ 

④ 自機関のホームページにプライ

バシーポリシー等を掲載していな

いもの 

２ 
○

※ 

１ 

○ 

※ 

２ 

（注）当局調査結果による（平成25年７月12日現在）。 

※１ 中国管区警察局は、平成25年８月６日に自機関ホームページのトップページ及び「ご意見箱」のペー
ジにプライバシーポリシーを掲載する改訂を行っている。 

※２ 広島高等検察庁は、「広島高等検察庁のホームページは検察庁ホームページと一体の構造となってお
り、検察庁ホームページのトップページに掲載されているプライバシーポリシーが検察庁の全ての機関
に適用されることから、プライバシーポリシーの策定・掲載は行っている。」と説明している。しかし、
広島高等検察庁に関する情報が掲載されている各ページにはプライバシーポリシーは掲載されていな
いため、「自機関のホームページにプライバシーポリシー等を掲載していないもの」に区分した。 
 なお、広島高等検察庁では、平成25年９月26日に自機関のホームページの全てのページにプライバ
シーポリシーを掲載する改訂を行っている。 
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行政機関が意見、要望又は問合せメールの受付時に 

求めている個人情報の取扱いの見直し（あっせん） 
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平成 25年 11月 
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行政機関における意見・要望・問合せメールの入力フォーム（平成 25 年７月 12 日現在） 

資料１－① 中国管区警察局  
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資料１－② 中国四国管区行政評価局 
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資料１－③ 中国総合通信局 
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資料１－④ 広島法務局 
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資料１－⑤ 広島高等検察庁 
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資料１－⑥ 中国財務局 
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資料１－⑦ 広島国税局 
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資料１－⑧ 中国四国厚生局 
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資料１－⑨ 中国四国農政局 
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資料１－⑩ 中国経済産業局 
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資料１－⑪ 中国地方整備局 
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資料１－⑫ 中国運輸局 

 

 

 （発信者側のメールアドレスが表示される）

【Outlookの画面の例】 

ここをクリックするとメールソフトの画面が立ち上がる。
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資料１－⑬ 第六管区海上保安本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発信者側のメールアドレスが表示される）

【Outlookの画面の例】 

ここをクリックするとメールソフトの画面が立ち上がる。
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資料１－⑭ 中国地方測量部 
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資料１－⑮ 

 

 

 

 

 

（発信者側のメールアドレスが表示される）

【Outlookの画面の例】 

ここをクリックするとメールソフトの画面が立ち上がる。
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資料２ プライバシーポリシーの掲載例（総務省） 
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